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第
１
回
消
費
生
活
講
座 

夏
休
み
親
子
で
学
ぼ
う 

「
で
ん
き
の
不
思
議
？
を
解
決
！ 

～
発
電
の
し
く
み
と
施
設
見
学
～
」

　

親
子
で
楽
し
く
実
験
し
な
が
ら
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
に
つ
い
て
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

８
月
７
日
㈫

　

午
前
９
時
30
分
～
正
午

東
北
電
力
㈱
相
川
火
力
発
電
所

　
（
二
見
６
３
２
番
地
）

電
気
に
関
す
る
お
話
と
発
電
の
実
験
、

　

発
電
所
内
見
学
な
ど

小
学
生
親
子
15
組
30
人

７
月
27
日
㈮

会
場
ま
で
送
迎
バ
ス
を
運
行
し
ま
す
。

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

☎
57
―
８
１
４
３

世
界
遺
産
版
画
展

７
月
31
日
㈫
ま
で

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

※�

最
終
日
は
午
後
２
時
ま
で
。月
曜
日
は
休
館
し

ま
す
。（
月
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
、翌
日
休
館

し
ま
す
。）�

佐
渡
版
画
村
美
術
館

　
（
相
川
米
屋
町
38
番
地
２
）

大
人
４
０
０
円
、
小
人
２
０
０
円

佐
渡
版
画
村
美
術
館

　

☎
74
―
３
９
３
１

相
　
　
談

司
法
書
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談

★
面
談
方
式　

事
前
に
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

７
月
23
日
㈪
～
27
日
㈮

　

午
後
１
時
～
５
時

市
内
の
各
司
法
書
士
事
務
所

・�

土
地
や
建
物
の
売
買
、
贈
与
、
相
続
、

担
保
権
の
設
定
等
の
手
続
き

・�

金
銭
の
貸
し
借
り
、
借
地
・
借
家
等
の

ト
ラ
ブ
ル
の
申
し
立
て　

な
ど

　

そ
の
他
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※�

ご
相
談
内
容
に
よ
っ
て
は
、お
受
け
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

司
法
書
士
会
佐
渡
支
部

　

☎
63
―
６
９
８
７

　
（
平
日
・
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）

土
地
家
屋
調
査
士
に
よ
る 

無
料
相
談

★
面
談
方
式　

事
前
に
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

７
月
23
日
㈪
～
27
日
㈮

　

午
後
１
時
～
５
時

市
内
の
各
土
地
家
屋
調
査
士
事
務
所

・
土
地
の
境
界
が
わ
か
ら
な
い

・�

宅
地
だ
が
、登
記
の
地
目
は
農
地
と
な
っ

て
い
る　

な
ど

　

何
で
も
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

土
地
家
屋
調
査
士
会
佐
渡
支
部

　

☎
52
―
６
２
５
２

　
（
平
日
・
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）

有
　
料
　
広
　
告

催

し

市報さど　平成30年7月号

市・県民税の申告は、お済みですか？
　市・県民税は、所得税と違い少額でも申告が必要です。
　昨年中、例えば次のような所得はありませんか。
営 業 所 得� 自営業、外交員、漁業等
農業関係所得� 農業、小作料等
不動産所得� 土地、建物の賃借料等
雑 所 得� シルバー人材配分金、個人年金、原稿料等
　申告がお済みでない方は、ご自分で必要書類を作成の上、申
告してください。
総務部税務課　市民税係　☎６３―５１１０


